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発 言 通 告 書 

【件名及び発言の要旨】 

１ 所有者不明土地について 

(1) 行政は税情報から地権者の特定が可能な立場にあるが、地方

税法上の守秘義務のため税情報が提供されないため、本市の崖

地が手つかずとなり、市民の安全が放置される状況に対する打

開策の必要性について 

(2) 年内に施行される「所有者不明土地の利用の円滑化等に関す

る特別措置法」に対する市長の解釈について 

(3) 所有者不明の土地の所有者探索における税情報活用の検討及

び専門部局等の設置の必要性について 

 

２ がん検診の受診率向上について 

(1) がん検診や精密検査の受診率向上に向けた今後の取り組みに

ついて 

(2) がん検診に係る周知方法見直しの必要性について 

(3) がん検診や精密検査の受診率向上のため、ソーシャル・イン

パクト・ボンドの活用を検討することについて 
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３ 公共施設の木造化・木質化の推進について 

(1) 市が整備する公共建築物の木造化・木質化に係る今後の方針

等について 

(2) 国産ＣＬＴ（直交集成板）を利用した公共建築物の木造化・

木質化の検討について 

(3) 木造化を予定している公共建築物の有無について 


